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福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例施行規則（平成12年福岡市規則第144号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 備考 

（標識の設置） （標識の設置）  

第４条 （略） 第４条 （略）  

２ （略） ２ （略）  

３ 条例第10条第３項の規定による報告は，標識設

置報告書（様式第２号）により行わなければなら

ない。 

３ 条例第10条第３項の規定による報告は，標識設

置報告書              により行わなければなら

ない。 

 

（事前説明） （事前説明）  

第５条 （略） 第５条 （略）  

２ 前項の事前説明は，次に掲げる図書（中高層建

築物に該当しないワンルーム形式集合建築物の建

築にあっては，第１号から第５号まで及び第７号

に掲げる図書。第７条第２項において同じ。）に

より行わなければならない。 

２ 前項の事前説明は，次に掲げる図書（中高層建

築物に該当しないワンルーム形式集合建築物の建

築にあっては，第１号から第５号まで及び第７号

に掲げる図書。第７条第２項において同じ。）に

より行わなければならない。 

 

(1) 建築計画概要書（様式第３号） (1) 建築計画概要書                

(2)～(7) （略） (2)～(7) （略）  

（事前説明の報告） （事前説明の報告）  

第７条 条例第13条第１項の規定による報告は，事

前説明報告書（様式第４号）により行わなければ

ならない。 

第７条 条例第13条第１項の規定による報告は，事

前説明報告書              により行わなければ

ならない。 
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２ （略） ２ （略）  

（建築計画等及び管理の方法の変更の場合の手

続） 

（建築計画等及び管理の方法の変更の場合の手

続） 

 

第８条 条例第14条の規定により変更の内容につい

て標識の設置，事前説明その他の手続を経る場合

における次の各号に掲げる報告は，当該各号に定

める報告書により行わなければならない。 

第８条 条例第14条の規定により変更の内容につい

て標識の設置，事前説明その他の手続を経る場合

における次の各号に掲げる報告は，当該各号に定

める報告書により行わなければならない。 

 

(1) 条例第10条第３項の規定による報告 標識

設置変更報告書（様式第５号） 

(1) 条例第10条第３項の規定による報告 標識

設置変更報告書               

 

(2) 条例第13条第１項の規定による報告 事前

説明変更報告書（様式第６号） 

(2) 条例第13条第１項の規定による報告 事前

説明変更報告書               

 

２ （略） ２ （略）  

（建築取りやめの届出） （建築取りやめの届出）  

第９条 中高層建築物等又は特定集合住宅の建築主

は，当該中高層建築物等又は特定集合住宅の建築

を取りやめたときは，速やかに建築取りやめ届（様

式第７号）により市長に届け出なければならない。 

第９条 中高層建築物等又は特定集合住宅の建築主

は，当該中高層建築物等又は特定集合住宅の建築

を取りやめたときは，速やかに建築取りやめ届   

           により市長に届け出なければならな

い。 

 

（建築計画等の事前協議） （建築計画等の事前協議）  

第10条 条例第17条第１項前段の規定による協議

は，事前協議書（様式第８号）により行わなけれ

ばならない。 

第10条 条例第17条第１項前段の規定による協議

は，事前協議書              により行わなけれ

ばならない。 
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２ 条例第17条第１項後段の規定による建築計画等

又は管理の方法を変更するときの協議は，事前協

議変更協議書（様式第９号）により行わなければ

ならない。 

２ 条例第17条第１項後段の規定による建築計画等

又は管理の方法を変更するときの協議は，事前協

議変更協議書              により行わなければ

ならない。 

 

（表示板の設置） （表示板の設置）  

第12条 条例第19条第２項に規定する表示板は，様

式第10号によらなければならない。ただし，次に

掲げる基準に適合する表示板については，この限

りでない。 

第12条 条例第19条第２項に規定する表示板は，様

式第２号によらなければならない。ただし，次に

掲げる基準に適合する表示板については，この限

りでない。 

 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略）  

２ （略） ２ （略）  

（工事完了の届出及び検査） （工事完了の届出及び検査）  

第14条 条例第21条の規定による届出は，工事完了

届（様式第11号）により行わなければならない。 

第14条 条例第21条の規定による届出は，工事完了

届              により行わなければならない。 

 

２ （略） ２ （略）  

３ 市長は，前項の検査の結果，当該ワンルーム形

式集合建築物について条例第18条及び条例第19条

に規定する措置が講じられていると認めるとき

は，当該建築主に対し，適合証（様式第12号）を

交付するものとする。 

３ 市長は，前項の検査の結果，当該ワンルーム形

式集合建築物について条例第18条及び条例第19条

に規定する措置が講じられていると認めるとき

は，当該建築主に対し，適合証              を

交付するものとする。 

 

（自動車保管場所の設置計画の事前協議） （自動車保管場所の設置計画の事前協議）  

第20条 条例第23条第１項前段の規定による協議 第20条 条例第23条第１項前段の規定による協議  
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は，特定集合住宅における自動車保管場所設置計

画協議書（様式第13号）により行わなければなら

ない。 

は，特定集合住宅における自動車保管場所設置計

画協議書              により行わなければなら

ない。 

２ 条例第23条第１項後段の規定による設置計画を

変更するときの協議は，特定集合住宅における自

動車保管場所設置計画変更協議書（様式第14号）

により行わなければならない。 

２ 条例第23条第１項後段の規定による設置計画を

変更するときの協議は，特定集合住宅における自

動車保管場所設置計画変更協議書              

により行わなければならない。 

 

（調停案についての回答） （調停案についての回答）  

第23条 条例第31条第５項の規定による調停案につ

いての回答は，回答書（様式第16号）により行わ

なければならない。 

第23条 条例第31条第５項の規定による調停案につ

いての回答は，回答書              により行わ

なければならない。 

 

 （報告書等の様式） 

第31条 この規則の規定による報告，届出，協議等

に関し作成する報告書，届出書，協議書等の様式

については，市長が別に定める。 

 

（委任） （委任）  

第31条 （略） 第32条 （略）  

様式第２号 

（略） 

  

様式第３号 

（略） 

  

様式第４号   
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（略） 

様式第５号 

（略） 

  

様式第６号 

（略） 

  

様式第７号 

（略） 

  

様式第８号 

（略） 

  

様式第９号 

（略） 

  

様式第10号 様式第２号  

（略） （略）  

様式第11号 

（略） 

  

様式第12号 

（略） 

  

様式第13号 

（略） 

  

様式第14号 

（略） 
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様式第15号 

（略） 

  

様式第16号 

（略） 

  

 


